
★手続きの流れ★ ★留意事項★

１、当該年度の事業決定を行う
　　（複数年計画事業含む）

２、補助金の交付申請

４、各種防災事業を行う

５、事業完了の報告

　

その他、不明な点がありましたら、危機管理室までお問い合わせください。

　　　支払手続６、補助金が振り込まれる（通常払い）

３、補助金が振り込まれる（概算払い）

内容を審査

「富田林市自主防災組織補助事業要綱 別表２(第４条関係）」(抜粋）

【申請書の提出】
・申請書は、必ず事業を行う前に提出して下さい。
・事業の実施は、補助金交付決定通知が届いてか
ら行うようにして下さい。
・申請できる事業は、住民に広く募集する防災訓練
講演、還元できる備蓄品の配備・更新が対象となり
ます。

【実績報告書の提出】
・防災事業実施後、提出して下さい。
・報告書に記入する金額は、交付決定金額ではな
く、実際に請求・支払いした金額を記入して下さい。
・購入備品の領収書・写真を添付して下さい。

　
【請求書の提出】
・口座名義は省略せず、フリガナも記入して下さい。
・記入漏れや間違いのないように注意して下さい。
・日付は空欄のままで提出して下さい。

※概算払いの場合は、申請書提出時に請求書も提
出して下さい。

※メールでの申請も可能ですが、「請求書」は原本
が必要ですので、直接お渡しいただくか、郵送で届
けていただきますようお願いします。

市

※複数年事業については各年度訓練等の報告

複数年事業は事業

自主防災組織運営費補助金申請の手続きについて

組織の運営　 （５００世帯以上） １組織あたり　１００，０００円

１組織あたり　　５０，０００円　　　〃　 　　　（３００世帯未満）

　町会・自治会単位で設立されている自主防災組織の、自主的な訓練や講習の開催及び防災資
機材の配備並びに備蓄品等の更新については、下表に定める金額を上限とし補助金を交付しま
す。

補助金額（上限額）

　　　〃　　 　　（３００世帯～３９９世帯）

区分

　　　〃　　　 　（４００世帯～４９９世帯）

実施年に決定通知

※申請書は１１月末日までに、実績報告者は１２月初めから２月末日の間に提出してください。

１組織あたり　　８０，０００円

内容の審査

　地域自主防災組織

１組織あたり　　６０，０００円

※令和５年度より、共同で使用できる資機材整備に限り、複数の組織で共同申請が可能です

※令和６年度より、一定の条件のもと複数年分の運営費を纏めて補助が受けられる制度ができました。

申請書（様式第５号）の提出
複数年事業については、（様式第
５の２号）の提出
添付書類

事業計画書・予算書

報告書（様式第７号）
添付書類

領収書（写し）
事業の解る写真(撮影日記

入)

請求書（様式第９号）の提出

決定通知

確定通知
(様式第８号)

富田林市役所 危機管理室
電話：０７２１－２５－１０００


